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会

議

の

内

容

 

１　開会 

２　議事 

（１）「第２次鴻巣市健康づくり推進計画（素案）」及び「第２次鴻巣市いのち支

える自殺対策計画（素案）」に対する意見募集結果について 

（２）計画最終案について 

（３）答申案について 

３　閉会 



  

●議事 

議題１について 

　「第２次鴻巣市健康づくり推進計画（素案）」及び「第２次鴻巣市いのち支え

る自殺対策計画（素案）」に対する意見募集結果について、事務局より説明。 

 

令和５年１１月１日から令和５年１１月３０日までの約1か月間、「第２次鴻

巣市健康づくり推進計画（素案）」及び「第２次鴻巣市いのち支える自殺対策計

画（素案）」について、意見の募集を行った。 

　「第２次鴻巣市健康づくり推進計画（素案）」についての意見の提出者数は１

人で意見は1件だった。「第２次鴻巣市いのち支える自殺対策計画（素案）」につ

いては、意見の提出はなかった。 

「第２次鴻巣市健康づくり推進計画（素案）」についての意見の内容は、「総合体

育館、コスモスアリーナふきあげのトレーニング室での利用料金に障害者料金

を設定して欲しい。」というものだった。 

今回いただいた意見については、計画の見直しの数値に影響するものではな

いため、計画の推進にあたっての意見・要望として、取り扱いたいと考えてい

る。 

なお、この結果については、今後HPに掲載を予定している。提出いただいた

市民の方から、意見の取り扱い等について問い合わせがあった場合には、担当

課にて個別に対応をさせていただく。 

 

〈議長〉 

意見公募の仕方、周知を工夫してはどうか。考えている人はもっといるのだ

と思う。一つだけでは寂しい。意見を吸い上げる工夫をしてもらいたい。 

 

〈事務局回答〉 

　　鴻巣市は今年度各種計画を策定しており、広報等でパブリックコメントを募

集している。意見の出方、件数等も今後把握をし、各課の方法も勘案し、次回

の計画の際に、やり方については再度議論をしたいと考えている。 

 

〈委員質疑〉 

　今回示された「健康づくり推進計画（素案）」について、前回令和５年１０月

に提示された資料で、３７ページ第３節中央部の表中、数字が違ってきてい

る。変更なのか。 

例えば２番目の現状値より改善というところ、項目数のところ、前回は１０

だったのが今回は１１、逆にその下は現状値と同等の区分のところでは項目数

１０だったのが１１になっている。前回の校正ミスなのか、今回改められたも

のなのか説明してもらいたい。 

 

〈事務局回答〉 

　　議題２の部分で説明しようと考えていたが、数値については単純な集計ミス

であったため、今回修正した。 

 

 

 



 議題２について 

計画最終案について、事務局より説明。 

 

昨年の１０月２４日の会議にて「第２次鴻巣市健康づくり推進計画（素案）」

及び「第２次鴻巣市いのち支える自殺対策計画（素案）」についてご審議いた

が、本日配布した両計画の素案、最終案については、その後、記載されている

各施策の内容の確認や、実績などの様々な数値を最終確認し、最新の数値へ更

新している。 

その他の計画の基本的な理念や位置づけ、章立て・構成などの内容、数値目

標等については、前回の内容から変更はない。 

今後、冒頭の「市長あいさつ」や当協議会からの「答申書」を追加して、最

終的な確認を行った後、完成となる。 

 

〈委員質疑〉 

　なし 

 

議題３　 

答申案について事務局より説明。 

 

昨年９月に並木市長より当協議会に諮問した「第２次鴻巣市健康づくり推進

計画」及び「第２次鴻巣市いのち支える自殺対策計画」について、資料のとお

り、答申書のたたき台として、前計画の答申書などを参考に、事務局で作成し

た。内容につきまして、朗読をさせていただきます。 

 

（答申案の内容） 

本協議会は、令和５年９月１１日に「第２次鴻巣市健康づくり推進計画

（案）」及び「第２次鴻巣市いのち支える自殺対策計画（案）」について諮問を

受け、計３回にわたり会議を開催し、慎重に協議を重ねて参りました。 

協議の結果、「第２次鴻巣市健康づくり推進計画（案）」は、鴻巣市の健康づ

くり都市宣言に基づいた基本理念を前計画から継承し、国の健康日本21（第三

次）の方針に沿ったものであり、市民がライフステージに応じた健康的な生活

習慣の重要性に対して関心と理解を深め、生涯にわたり、自らの健康状態を自

覚するとともに、健康の増進に努めるための事業を推進する計画として、適正

な計画と認められます。 

また、「第２次鴻巣市いのち支える自殺対策計画（案）」は、鴻巣市民のいの

ちと心を守る自殺対策条例の趣旨や国の自殺総合対策大綱における基本理念に

基づいたものであり、市民が、生きることの包括的な支援としての自殺対策の

重要性に関する理解と関心を深めるとともに、鴻巣市の自殺の実状に応じた施

策を実施する計画として、同じく適正な計画と認められます。 

両計画（案）に示された基本理念は、今後行政や市民、様々な団体等がとも

に達成を目指していくものであり、計画に位置づける取組を着実に推進するこ

とで、地域保健の向上につながるものと考えます。 

両計画の実施や評価に当たっては、誰もが身近なものとなるようわかりやす

い説明と積極的な情報公開に努められるとともに、目標の実現を図られること

を要望します。 

 



 〈委員質疑〉 

なし 

 

〈議長〉 

「第２次鴻巣市健康づくり推進計画」及び「第２次鴻巣市いのち支える自殺

対策計画」について、本最終案をもって、鴻巣市長への答申を行う。なお、文

言及び軽微な修正については、事務局並びに会長に一任願う。 

 

●その他 

事務局より連絡事項 

次回は、令和６年２月１６日（金）開催予定　案内は後日送付。 

 

閉会 

（会議時間　１５分） 

 

配

布

資

料

資料　≪当日配布≫ 

・次第 

・席次表 

・「第２次鴻巣市健康づくり推進計画（素案）」及び「第２次鴻巣市いのち支える

自殺対策計画（素案）」に対する意見募集結果 

・第２次鴻巣市健康づくり推進計画（最終案） 

・第２次鴻巣市いのち支える自殺対策計画（最終案） 

・答申書（案）


